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⚫ これからの学校教育において、芸術系教科・科目の特徴である
個別性、即興性、創発性のある学びの重要性はより一層高
まっている

・子供たちの特性や関心に応じ考えたり表現したりする個別性の重視によ
り多様性を包摂する

・即興性の強い学びにより、発達段階に応じて自分なりの感性を働かせて
直感的に考えたり表現したりする

・問いやテーマ、答えを自分でつくりだすとともに、個人の発想をイノベーショ
ンへと誘発する創発性のある学びにつながる

⚫以上を踏まえ、児童生徒が芸術系教科・科目を学ぶ意義を実
感できるよう、更なる改善が求められる

芸術系教科・科目に関する現状と検討課題
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（１）子供たちを取り巻く状況
●社会や経済の先行きが不確かな状況で、子供たちには、自らの
人生を舵取りする力を身に付けることや、教育を通して個人が幸
せを感じると同時に、社会全体でも豊かさを享受できるよう、日
本社会に根差したウェルビーイングの向上を図ることが求められて
いる

（２）芸術系教科・科目を学ぶ意義
⚫音楽や美術などの芸術と関わることで、生活や社会がより豊かな
ものになり、短期的な幸福のみならず、幸福で充実した人生につ
ながる

 

⚫芸術系教科・科目は、自分で問いや答えをつくりだしていく学習
であり、その過程において、身体を通して自らの感性や知性を働
かせ、創造性を育むものである

（参考）
現代的な、美術・音楽・演劇・舞踊等の芸術、映画・マンガ・アニメーション・ゲームといったメディア
芸術や、和⾷・日本酒等の⾷⽂化を含む生活⽂化、建築・ファッション・⼯業製品等の分野にお
けるデザインも、世代を問わず人々の心を捉え、生活の彩りと日々の活力を生み出している。さらに、
AI 等のデジタル技術を芸術活動に活⽤するデジタル芸術というべき試みも多く生まれつつある。こ
れらは、我が国における⽂化芸術の幅の広さ、奥深さ、質の高さを表している。

（「⽂化芸術推進基本計画（第２期）」より）

１．子供たちを取り巻く状況と芸術系教科・科目を学ぶ意義

令 和 7 年 1 0 月 ６ 日
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芸術系教科・科目に関する現状と検討課題

2

●また、芸術系教科・科目全体として、 〔共通事項〕や「知識」を意
識した授業改善の取組は着実に進んでいる一方で、例えば、改
善すべき課題として、以下のことが見受けられる

・教師からの働きかけが強く、子供が自律的に学習を進められていない状況
が一部で見られること

・表現及び鑑賞の活動の相互の関連付けが適切に行われていない状況が
あること

（１）現行学習指導要領改訂のポイント
⚫現行の学習指導要領においては、芸術系教科・科目で育成を
目指す資質・能力を明示するため、教科の特性や発達段階等を
踏まえ、以下の改善を行っている

・「生活や社会の中の芸術や芸術⽂化と豊かに関わる資質・能力」などを規
定

・(1)知識及び技能、(2)思考力、判断力、表現力等、(3)学びに向かう
力、人間性等、の三つの柱で目標や内容を整理

（２）現行学習指導要領の趣旨の実現状況
⚫芸術系教科・科目の学びの意義について、児童生徒が十分に実
感できている状況には至っていないと考えられる

令和4年度小学校学習指導要領実施状況調査の結果の例

・「音楽の授業で学んだことは、私たちの生活や社会でいかすことができる
と思う」
→ 肯定的に回答する児童の割合が55.5%

・「図画⼯作の時間で学習したことを、ふだんの生活の中に生かしている」
→ 肯定的に回答する児童の割合が60.1%

2．芸術系教科・科目全体を通じた現状と課題
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芸術系教科・科目に関する現状と検討課題
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（１）各芸術系教科・科目の学習指導に関する課題
⚫学習指導に関して、例えば、以下の課題がある

（音楽、芸術（音楽））
・根拠を明確にしながら思いや意図をもち、技能の習得や活⽤によって豊
かな音楽表現の能力を身に付けるとともに、音や音楽の新たな価値を見
いだしていくことに課題（表現）
・音楽づくり及び創作の指導において、どのような資質・能力を育成するの
かや系統性が分かりやすく、指導計画作成の際に活⽤できるような内容
の整理への改善が課題（表現）
・音楽表現の共通性や固有性などについて考えたことを根拠としながら音
楽のよさや美しさを味わって聴くことに課題（鑑賞）

（図画⼯作、美術、芸術（美術、⼯芸））
・発想や構想をすることや、意図に応じて創造的に表すことについて、過程
を重視した指導への改善が課題（表現）
・作品などの表現の意図や特徴、創造的な⼯夫などについて根拠をもって
感じ取ったり考えたりできるようにすることへの改善が課題（鑑賞）
・生活や社会の中の形や色、美術や美術⽂化などと自己との関わりについ
て考えることができるようにすることへの改善が課題（表現・鑑賞）

（芸術（書道））

・創作の指導において、作品や書の伝統と⽂化の意味や価値を自己との
関わりを通して考えながら、表現の意図を自ら想起し創造的に構想・⼯
夫することに課題（表現）
・古典や名筆、名品を鑑賞する機会の一層の充実や、鑑賞を通して身に
付けた資質・能力を表現に関連付けることに課題（表現・鑑賞）

（２）芸術系教科・科目に共通する学習評価に関する課題
⚫学習評価に関して、例えば、以下の課題がある

作品の出来や上手に歌えたとかといった結果ではなく、そこに至るまでの過
程において目指す資質・能力が育成されているかという点を評価できてい
るか （「⽂化芸術教育の充実・改善に向けた検討会議 審議のまとめ」より）

（３）芸術系教科・科目の特性を生かした学びの充実
⚫芸術系教科・科目ならではの学びの充実を図るために、例え
ば、以下の改善を図ることについて課題がある

・芸術の働きを意識したSTEAM教育などのカリキュラム編成

・我が国の⽂化芸術に関する教育の充実

・芸術教育の特性を踏まえた１人１台端末を含めたデジタル学習基盤※

の活⽤ （※以下、「デジタル学習基盤」という。）

・多様な人材の活⽤（美術館等との連携を図るコーディネーター、クリエイ
ター・アーティスト、地域人材等）や学校外の⽂化施設との連携

・教師の指導力向上（研修機会の確保や地域の人材や団体、⽂化施
設等と連携した指導の実施など）

３．芸術系教科・科目の指導と評価に関する現状と課題
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（２）デジタル学習基盤の活用に関する現状と課題
⚫ デジタル学習基盤の活⽤に関する現状について、単純な比較はで
きないものの、例えば、調査結果では以下の状況がある

⚫教科の特性を踏まえた実体験に基づく学びを重視し、実際に身体
や材料、⽤具、楽器などを使って具体化する活動との調和を図り
ながら、デジタル学習基盤を効果的に活⽤できる指導のあり方に
課題がある

（３）メディア芸術に関する教育の充実
⚫我が国のマンガ、アニメ、ゲーム、映像などのメディア芸術を通して学
ぶことによって、日本の⽂化に関する理解を深めることが期待されて
いる

⚫芸術系教科・科目の中でも、マンガなどの表現技法を活⽤したり、
アニメーションの仕組みを活⽤したりした取組が見られる中、デジタ
ル学習基盤の整備が進んだ状況も相まって、更なる充実の余地が
ある

⚫一方、授業の中で計画的・系統的に指導していくこと、学びを深め
ることの難しさについて指摘がある

芸術系教科・科目に関する現状と検討課題
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（音楽、芸術（音楽））
・我が国や郷土の音楽(唱歌、民謡、和楽器等）に関する指導の取組
は広がってきているが、一層の内容の充実を図ること

（図画⼯作、美術、芸術（美術、⼯芸））
・表現や鑑賞の活動を通して、我が国の美術作品などや、美術⽂化、
⼯芸の伝統と⽂化に関する指導内容の充実を図ること

（芸術（書道））
・表現や鑑賞の活動において、現代の生活や社会における書の美の効
⽤等を自身と関連付けながら、書の伝統と⽂化に関する指導内容の
充実を図ること

（１）伝統と文化に関する教育の現状と課題
⚫子供たちにとって伝統と⽂化を学ぶ意義がどのようなことなのかが
明確になっていないという課題がある

⚫伝統と⽂化に関する教育の現状を踏まえ、例えば、芸術系教
科・科目について以下の改善を図ることが課題となっている

令和4年度小学校学習指導要領実施状況調査の結果の例

・「音楽の授業で「ふるさと」などの唱歌や、日本に古くから伝わる歌を歌う
ことが好きだ」（音楽）
→ 肯定的に回答する児童の割合が52.0%

・「日本の伝統や⽂化を感じる作品に興味がある」（図画⼯作）
→ 肯定的に回答する児童の割合が67.5%

（令和７年度全国学力・学習状況調査）
・「児童生徒のPC・タブレットなどのICT機器の活⽤状況（芸術系教科
以外の授業も含む。）」
【ほぼ毎日活⽤した割合】
→ 小学校：84.8％

中学校：82.7％

（令和6年度⽂化芸術による子供育成総合事業に関する調査研究）
・「⽂化芸術活動（⽂化芸術鑑賞・体験事業及び芸術系教科の授
業）を行う際のタブレット等のICT機器の活⽤状況」
【活⽤した割合】
→ 小学校：52.1％

中学校：61.5％

４．伝統と文化に関する教育やデジタル学習基盤の活用に関する
現状と課題
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ワーキンググループにおける検討事項・論点（案）

１．芸術系教科・科目を通じて育成する資質・能力のあり方・示
し方

（１）目標の示し方
⚫前述の現状や課題、方向性を踏まえると、芸術系教科・科目の
目標のあり方はどうあるべきか

⚫芸術系教科・科目を学ぶことが、生活や社会においてどのような
意義があるのかについて、より明確になるように目標を示すべきで
はないか

⚫ その際、論点整理で示されたように「見方・考え方」が教科を学ぶ
意義の中核となるよう、どのように示すべきか

⚫芸術と豊かに関わることに関する資質・能力を育成するという視
点と、全ての教科等に通底する「創造」の土壌となるという視点の
両面から、目標をどのように設定すべきか

（２）中核的な概念等の明確化
⚫育成すべき資質・能力がより分かりやすく伝わるよう、教科の中核
的な概念等を明確化するとともに、表形式を活⽤した目標・内
容の一層の構造化をどのように整理したらよいか

⚫ その過程において、必要に応じ、中核的な概念等の獲得に資
する内容の焦点化や精選をどのように行うことができるか

⚫内容を構成する「表現」、「鑑賞」の二つの領域及び〔共通事項〕
について、内容の構造化において、中核的な概念等との関係性
をどのように分かりやすく示すことができるか

１．教育課程企画特別部会の議論を踏まえた検討事項
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２．芸術系教科・科目の指導と評価の改善・充実のあり方

（１）指導の改善・充実のあり方
⚫児童生徒が自律的な学習を進めるための指導の改善・充実の
あり方をどのように考えるか

⚫表現及び鑑賞の活動を相互に関連付け、効果的な指導の改
善・充実のあり方をどのように考えるか

（２）主体的な学習の改善に資する評価のあり方
⚫目標や中核的な概念を踏まえた評価の改善をどのように考える
か

⚫作品やペーパーテストでの評価だけでなく、学びの過程での評
価、児童生徒の主体性につながる評価をどう実現するか

⚫資質・能力の育成のために効果的かつ過度な負担が生じにくい
評価のあり方をどのように考えるか

⚫領域（題材）横断的な評価（パフォーマンス課題を設定した
評価）や、ルーブリック等の形で目標・評価規準を児童生徒と
共有し、見通しをもって学習できるようにするなど、どのような方策
が考えられるか

（３）デジタル学習基盤の活用と評価のあり方
⚫視覚、聴覚、触覚などの身体を通して学ぶ芸術系教科・科目に
おいて、効果的にデジタル学習基盤を活⽤した指導及び評価の
あり方をどのように考えるか

⚫ その際、デジタル学習基盤の活⽤や情報活⽤能力の育成強化
を前提とした、「主体的・対話的で深い学び」の一層の充実をど
のように図ることができるか

令 和 7 年 1 0 月 ６ 日
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ワーキンググループにおける検討事項・論点（案）

３．教科等横断的な視点に立ったカリキュラム・マネジメントや
芸術系教科・科目における柔軟な教育課程のあり方

（１）他教科等との連携のあり方
⚫芸術系教科・科目の学びを深め、その意義を高めるとともに、他
教科等で求められる創造的な思考を深めるために、他教科等と
どのように連携すべきか

⚫多様な芸術や⽂化（舞踊や演劇、落語などの舞台芸術、マン
ガ、アニメ、ゲーム、映像などのメディア芸術など）について体験
的に学ぶ機会を、教育課程全体の中で、また教育課程外にお
いてどのように充実させていくことができるか

（２）誰一人取り残さず資質・能力を育成する柔軟な教育課
程のあり方

⚫義務教育段階における調整授業時数制度や、高等学校段階
における科目の柔軟な組替えや履修の免除を可能とする仕組
みを前提とした場合において、教育課程・学習指導の⼯夫のあ
り方をどのように考えるか
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１．芸術系教科・科目のあり方と環境整備に関する課題

⚫芸術系教科・科目で学んだことがより豊かな社会の創造にどのよ
うにつながると考えられるか

⚫伝統と⽂化に関する教育の更なる充実について、どのように改善
を図ることができるか

⚫地域との連携を図った芸術教育の充実について、どのように改善
を図ることができるか

⚫外部人材や学校外の⽂化施設等との連携のあり方について、ど
のように改善を図ることができるか

⚫教師の指導力等の資質・能力の向上のあり方について、どのよう
に改善を図ることができるか

２．芸術系教科・科目に関する課題を踏まえた固有の検討事項
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①捉えたり、感じたりしたことを、要素・特徴※や背景にある文化との
関わりで理解したり思考・判断・表現したりすることができるようにする
こと（○）
※ 音楽を形づくっている要素、造形的な特徴、書を構成する要素

②表現したいことをどのように形にできるか、他者に伝えることができるか、
という自分の思いや考えをもつことができることや、諸感覚を働かせつつ
身体性を伴った技能により表現することを重視（▲）

③表現及び鑑賞の学習において、正解は一つではなく、児童生徒一人
一人のありようが尊重されるべきものであること（△,◆,▲,■）

④表現及び鑑賞の学習において、⼯夫したことや感じたことを伝え合うなど
の言語活動等を通して、感じ方や考え方を深めるようにすること(■)

⑤他者とともに協働する学習を通じて、共感したり多様な視点で考えたり
できるようにすること（■）

⑥生活や社会、⽂化などとの関わりや、意味や価値を見いだしたり、
    つくりだしたりするなど豊かな社会の創造や幸福な人生につなげていく
    ことについて示すこと（◇）
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（次期学習指導要領に向けた基本的な考え方）

・主体的・対話的で深い学びの実装（○）

・多様性の包摂（△）

・実現可能性の確保

・自らの人生の舵取りをする力と民主的な社会

の創り手育成（◇）

（学びに向かう力、人間性等の今後の整理イメージ）

・学びを方向付ける人間性

・初発の思考や行動を起こす力・好奇心（▲）

・他者との対話や協働（■）

・学びの主体的な調整（◆）

⚫ 我が国の⽂化芸術に関する教育の充実が求められていること
⚫ 教師からの働きかけが強く、子供が自律的に学習を進められていな
い状況が一部に見られること

⚫ 表現及び鑑賞の活動の相互の関連付けが適切に行われていない
状況があること

⚫ 児童生徒が芸術系教科・科目の学びの意義について、十分に実
感できている状況に至っていないこと

⚫ 芸術系教科・科目での学びを、豊かな社会の創造にどのようにつな
げていけるのか

など

目標及び見方・考え方等の改善の方向性①

第1回及び第2回WGにおける委員の意見や学習指導要領実施状況調
査の分析などにより、芸術系教科として以下の現状と課題が考えられる。

現状と課題を踏まえ、目標及び見方・考え方、高次の資質・能力等につい
て、以下の改善の方向性が考えられる。

（学校教育における⽂化芸術活動の充実）
第二十四条 国は、学校教育における⽂化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習
等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び⽂化芸術団体による学校における⽂化芸術活動に
対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

文化芸術基本法（平成13年12月7日法律第148号）（抄）

・「音楽の授業で学んだことは、私たちの生活や社会でいかすことができると思う」
→ 肯定的に回答する児童の割合が55.5%

・「図画⼯作の時間で学習したことを、ふだんの生活の中に生かしている」
→ 肯定的に回答する児童の割合が60.1%

令和4年度小学校学習指導要領実施状況調査の結果の例

芸術系教科における現状と課題例 改善の方向性（案）

・子供自身が考えることができる指導が重要。指導過多でもなく放任でもなく、教師が指導することと子供が考
えることとのバランスを考えることや、学習の過程を重視した指導が求められる。
・創造性は今むしろ社会との関わりにおいてベクトルは外に向かうのだということが非常に重要になってきている。
・子供自らが問いを立てて課題を解決できるような授業を考えることが大切。

第１回、第２回ワーキンググループにおける委員の意見の例

子供たちに、学校教
育で身に付けた資
質・能力を生活や社
会などへ関わらせてい
く視座が形成できて
いないのではないか

子供たちが正解を求
めることなく、芸術の
よさや面白さを感じよ
うとする意識をもつこ
とができていないので
はないか

子供たちが諸感覚を働か
せて感じたことを、知識を
基に説明したり、教師が
多様な子供の視点や考
え方に目を向けることがで
きていないのではないか

※主として考えられる関係性を記号で示している

令 和 ８ 年 １ 月 2 6 日
芸術WG（第５回）資料より
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